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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信機能を有する携帯機と、その携帯機との無線通信に基づいて車両を制御する車
載装置とを備えた車両用通信制御システムにおいて、
　前記携帯機は、前記車載装置から送信されるリクエスト信号を受信した際にそのリクエ
スト信号の受信レベルを検出し、その受信レベルを示す受信レベルコードを含む応答信号
を送信する送信制御手段を備え、
　前記車載装置は、前記応答信号を受信した際に、前記受信レベルコードによって示され
る受信レベルと予め設定された閾値とを比較し、該受信レベルが閾値よりも高いと判断し
た際に対応する制御を行う車両制御手段を備え、
　前記閾値として、前記リクエスト信号の受信レベルとなる室内境界閾値が設定され、
　前記車両制御手段は、前記受信レベルコードによって示される受信レベルが前記室内境
界閾値よりも高いと判断した際に、前記携帯機が車両室内に存在すると判断して対応する
室内車両制御を行い、前記室内車両制御は、エンジンを始動可能な状態にするエンジン始
動許可制御であり、
　また、前記閾値として、前記室内境界閾値よりも低い受信レベルとなる車外境界閾値が
設定され、
　前記車両制御手段は、前記受信レベルコードによって示される受信レベルが、前記車外
境界閾値よりも高く、且つ前記室内境界閾値以下であると判断した際に、前記携帯機が車
外制御の対応領域に存在すると判断して対応する車外制御を行い、前記車外制御は、ドア
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錠を自動的に解錠させるドア錠制御であり、
　さらに、前記車載装置はメモリを備え、そのメモリには、前記室内境界閾値及び前記車
外境界閾値が記憶され、
　前記車載装置は閾値登録モードを有し、その閾値登録モードにおいて前記車載装置は、
リクエスト信号を送信するとともに、前記携帯機で前記リクエスト信号が受信されたこと
に伴って同携帯機から返信されてきた応答信号に含まれる受信レベルコードによって示さ
れる受信レベルを前記室内境界閾値として前記メモリに記憶することを特徴とする車両用
通信制御システム。
【請求項２】
　前記車外境界閾値は、前記室内境界閾値から演算によって算出することを特徴とする請
求項１に記載の車両用通信制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信機能を有する携帯機と、その携帯機との無線通信に基づいて車両を
制御する車載装置とを備えた車両用通信制御システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自動車においては、基本性能や安全性の向上はもとより、利便性の向上が求めら
れている。そこで、こうした利便性の向上を目的として、従来、ユーザによって所持され
る携帯機と車載装置（車両制御装置）との間で自動的に無線通信を行い、該無線通信が成
立したことを条件としてドア錠の施解錠を自動的に行ったり、エンジンの始動を可能とし
たりする車両用通信制御システムが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　詳しくは、車載装置は、車両周辺や車両室内に無線信号（リクエスト信号）を間欠的に
送信する。車両周辺にリクエスト信号が送信される場合、リクエスト信号は車両周辺の所
定領域（車外領域）に送信され、車両室内にリクエスト信号が送信される場合、リクエス
ト信号は車両室内の領域（室内領域）のみに送信され、車外には送信されないように設定
されている。このため、通信機能を有する携帯機を所持したユーザ（運転者）が車外領域
や室内領域に進入すると、携帯機はリクエスト信号を受信するとともに、そのリクエスト
信号に応答して自身に設定されたＩＤコードを含むＩＤコード信号を返信する。車載装置
は、このＩＤコード信号を受信し、自身に設定されたＩＤコードとＩＤコード信号に含ま
れるＩＤコードとの照合を行う。その結果、車両制御装置は、それらＩＤコード同士が一
致した際に携帯機との通信が成立したと判断し、該ＩＤコード信号が車外領域に送信した
リクエスト信号に応答したものであればドア錠を自動的に解錠させ、該ＩＤコード信号が
室内領域に送信したリクエスト信号に応答したものであればエンジンを始動可能な状態に
する。すなわち、車載装置と携帯機との間で自動的に相互通信が行われ、その相互通信が
確立したことを条件としてドア錠が自動的に解錠されたり、エンジンが始動可能な状態と
なったりする。このため、ドアの施解錠やエンジンの始動に機械キーを用いるなどの煩雑
な操作が不要となり、車両の操作性が向上する。また、電気的な照合に基づいて施解錠、
エンジン始動が制御されるため、セキュリティレベルも向上する。
【特許文献１】特開２００１－３１１３３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、車種毎に車両室内の形状や大きさが異なるとともに、車載装置の配設位置も
車種毎に異なる場合があるため、リクエスト信号の送信領域である車外領域及び室内領域
も各車種に応じて設定する必要がある。すなわち、リクエスト信号の出力強度を車種に応
じて個別に設定する必要がある。
【０００５】
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　しかしながら、特に、車外に存在する携帯機が室内領域に送信されたリクエスト信号に
応答してＩＤコード信号を返信してしまうと、車載装置は、携帯機が車外に存在するにも
かかわらず室内に存在すると判断してしまうため、室内領域を高精度に設定する必要があ
り、リクエスト信号の出力強度の調整が煩雑且つ困難である。
【０００６】
　また、一般に、携帯機の受信感度には個体差によるバラツキが生じるため、こうした受
信感度のバラツキにも対応してリクエスト信号の出力強度を調整する必要があり、その作
業が非常に煩雑である。
【０００７】
　本発明はこうした実情に鑑みてなされたものであり、その目的は、携帯機と車載装置と
の好適な通信環境を容易に構築することができる車両用通信制御システムを提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、請求項１に記載の発明では、無線通信機能を有する携帯
機と、その携帯機との無線通信に基づいて車両を制御する車載装置とを備えた車両用通信
制御システムにおいて、前記携帯機は、前記車載装置から送信されるリクエスト信号を受
信した際にそのリクエスト信号の受信レベルを検出し、その受信レベルを示す受信レベル
コードを含む応答信号を送信する送信制御手段を備え、前記車載装置は、前記応答信号を
受信した際に、前記受信レベルコードによって示される受信レベルと予め設定された閾値
とを比較し、該受信レベルが閾値よりも高いと判断した際に対応する制御を行う車両制御
手段を備え、前記閾値として、前記リクエスト信号の受信レベルとなる室内境界閾値が設
定され、前記車両制御手段は、前記受信レベルコードによって示される受信レベルが前記
室内境界閾値よりも高いと判断した際に、前記携帯機が車両室内に存在すると判断して対
応する室内車両制御を行い、前記室内車両制御は、エンジンを始動可能な状態にするエン
ジン始動許可制御であり、また、前記閾値として、前記室内境界閾値よりも低い受信レベ
ルとなる車外境界閾値が設定され、前記車両制御手段は、前記受信レベルコードによって
示される受信レベルが、前記車外境界閾値よりも高く、且つ前記室内境界閾値以下である
と判断した際に、前記携帯機が車外制御の対応領域に存在すると判断して対応する車外制
御を行い、前記車外制御は、ドア錠を自動的に解錠させるドア錠制御であり、さらに、前
記車載装置はメモリを備え、そのメモリには、前記室内境界閾値及び前記車外境界閾値が
記憶され、前記車載装置は閾値登録モードを有し、その閾値登録モードにおいて前記車載
装置は、リクエスト信号を送信するとともに、前記携帯機で前記リクエスト信号が受信さ
れたことに伴って同携帯機から返信されてきた応答信号に含まれる受信レベルコードによ
って示される受信レベルを前記室内境界閾値として前記メモリに記憶することを要旨とす
る。
【０００９】
　上記構成によると、携帯機の送信制御手段は、リクエスト信号を受信すると、そのリク
エスト信号の受信レベルを示す受信レベルコードを含む応答信号を送信する。そして、車
載装置の車両制御手段は、携帯機からの応答信号を受信すると、その応答信号に含まれる
受信レベルコードによって示される受信レベルと自身に予め設定された閾値とを比較し、
該受信レベルが閾値よりも高いと判断した際に対応する制御を行う。このため、例えば閾
値を高く設定した場合には、該閾値を低く設定した場合に比べて、リクエスト信号の送信
源に携帯機が近くに存在しないと対応する制御が行われないこととなる。すなわち、閾値
の設定値を適宜変更することにより、対応する制御を行うために必要な携帯機と車載装置
との通信距離が変化する。こうした閾値の変更は、リクエスト信号の出力強度を変更させ
るよりも容易に行うことができる。よって、携帯機と車載装置との好適な通信環境を容易
に構築することが可能となる。
　そして、閾値として室内境界閾値が設定されている。そして、車両制御手段は、受信レ
ベルコードによって示される受信レベルが該室内境界閾値よりも高いと判断した際に対応
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する室内車両制御として、エンジンを始動可能な状態にするエンジン始動許可制御を行う
。すなわち、携帯機が車外に存在する状態にあっては受信レベルが室内境界閾値を超える
ことはないため、携帯機が車外に存在するにもかかわらず室内車両制御が行われてしまう
ことがない。しかも、リクエスト信号の出力強度を何ら変更せず、こうした室内境界閾値
を車種毎に設定することで各車種に対応させることができるため、携帯機と車載装置との
好適な通信環境を容易に構築することが可能となる。
　また、車両制御手段は、受信レベルコードによって示される受信レベルが車外境界閾値
よりも高く、且つ室内境界閾値以下であると判断すると、室内車両制御とは異なる車外制
御として、ドア錠を自動的に解錠させるドア錠制御を行う。すなわち、車両制御手段は、
受信レベルに応じて個別の制御を行うことが可能となる。しかも、受信レベルが車外境界
閾値以下の場合には車外制御を行わないため、車外制御を行うために必要な携帯機と車載
装置との通信距離を、車外境界閾値によって設定可能となる。
　請求項２に記載の発明では、請求項１に記載の車両用通信制御システムにおいて、前記
車外境界閾値は、前記室内境界閾値から演算によって算出することを要旨とする。
　上記構成によると、車外境界閾値を容易に設定することができる。
【発明の効果】
【００２９】
　以上詳述したように、本発明によれば、携帯機と車載装置との好適な通信環境を容易に
構築することができる車両用通信制御システムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　（第１実施形態）
　以下、本発明を具体化した第１実施形態を図１～図４に基づき詳細に説明する。
　図１に示すように、車両用通信制御システム１は、車両の所有者（ユーザ）によって所
持される携帯機１０と、車両２に配設された車載装置２０とを備えている。
【００３１】
　＜携帯機１０の構成＞
　携帯機１０は無線通信機能を有し、車載装置２０と相互通信可能となっている。詳しく
は、携帯機１０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等からなるコンピュータユニットによって構
成された送信制御手段としての通信制御部１１と、その通信制御部１１に電気的に接続さ
れた受信回路１２及び送信回路１３とを備えている。
【００３２】
　受信回路１２は、車載装置２０から送信される電波（リクエスト信号）を受信すると、
該リクエスト信号の受信レベルを検出するとともにパルス信号に復調し、該リクエスト信
号の受信レベルを含む復調信号を通信制御部１１に出力する。
【００３３】
　通信制御部１１は不揮発性のメモリ１１ａを備え、そのメモリ１１ａには予め設定され
た固有のＩＤコードが記録されている。そして、通信制御部１１は、受信回路１２から復
調信号が入力されると、その復調信号に含まれるリクエスト信号の受信レベルを示す受信
レベルコードと、メモリ１１ａに記録されたＩＤコードとを含むＩＤコード信号を送信回
路１３に出力する。
【００３４】
　送信回路１３は、通信制御部１１から入力されるＩＤコード信号を所定周波数の電波に
変調して外部に送信する。
　＜車載装置２０の構成＞
　車載装置２０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等からなるコンピュータユニットによって構
成された車両制御手段しての車両制御部２１と、その車両制御部２１に電気的に接続され
た送信回路２２及び受信回路２３を備えている。
【００３５】
　送信回路２２は、所定の周波数帯域の電波を送信可能に構成されている。この送信回路
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２２は、車両制御部２１からリクエスト信号が入力されると、そのリクエスト信号を電波
に変調するとともに、予め設定された間欠周期及び出力強度で外部に送信する。なお、本
実施形態において送信回路２２は、第１送信回路２２ａと第２送信回路２２ｂとからなり
、図２に示すように、第１送信回路２２ａは車室内における中央よりも車両前方側位置に
配設され、第２送信回路２２ｂは車室内における中央よりも車両後方側位置に配設されて
いる。また、本実施形態において第１送信回路２２ａ及び第２送信回路２２ｂは、同等の
出力強度でリクエスト信号を送信するように設定されている。
【００３６】
　受信回路２３は、図２に示すように車両制御部２１とともに車室内におけるほぼ中央位
置に配設され、対応する電波を受信すると、その電波をパルス信号に復調して車両制御部
２１に出力する。
【００３７】
　車両制御部２１には、車両２にそれぞれ設けられた、登録スイッチ３１、ロックスイッ
チ３２、ドアカーテシスイッチ３３、始動スイッチ３４、ドア錠装置３５及びエンジン制
御装置３６が電気的に接続されている。なお、登録スイッチ３１及び始動スイッチ３４は
車室内における運転席の近傍（例えばダッシュボード）に配設され、押しボタンスイッチ
などによって構成されている。また、ロックスイッチ３２は、例えば図２（ａ）～（ｃ）
に示すように、各ドア２ａ～２ｄのアウトサイドドアハンドル（図示略）にそれぞれ設け
られている。一方、ドアカーテシスイッチ３３は、各ドア２ａ～２ｄの近傍に設けられ、
対応するドア２ａ～２ｄの開閉状態を検出する第１カーテシスイッチ３３ａ～第４カーテ
シスイッチ３３ｄによって構成されている。また、ドア錠装置３５は、ドア錠を自動的に
施解錠する装置であり、車両制御部２１から解錠信号が入力されるとドア錠を解錠し、施
錠信号が入力されるとドア錠を施錠するとともに、ドア錠の施解錠状態を示す施解錠状態
信号を車両制御部２１に出力する。エンジン制御装置３６は、図示しないセルモータに接
続され、車両制御部２１から駆動信号が入力されると同セルモータを駆動してエンジンを
自動的に始動させるとともに、エンジンの駆動状態を示すエンジン状態信号を車両制御部
２１に出力する。このため、車両制御部２１は、施解錠状態信号やエンジン状態信号に基
づいて、ドア錠の施解錠状態やエンジンの駆動状態を認識可能となる。
【００３８】
　こうした車両制御部２１は不揮発性のメモリ２１ａを備え、そのメモリ２１ａには、対
応する携帯機１０に設定されたＩＤコードと同等のＩＤコードと、予め設定された室内境
界閾値及び車外境界閾値とが記録されている。
【００３９】
　また、車両制御部２１は、室内境界閾値及び車外境界閾値をメモリ２１ａに設定（登録
）するための閾値登録モードと、携帯機１０との通信に基づいて車両２を制御する車両制
御モードとに選択的に切り換わる。
【００４０】
　詳しくは、車両制御部２１は、通常は車両制御モードとなっており、登録スイッチ３１
から操作信号が入力されると閾値登録モードに切り換わる。閾値登録モードにおいて車両
制御部２１は、ロックスイッチ３２から操作信号が入力されると送信回路２２に対してリ
クエスト信号を間欠的に出力する。そして、携帯機１０からのＩＤコード信号が受信回路
２３によって受信されると、車両制御部２１は、該ＩＤコード信号に含まれる受信レベル
コードによって示される受信レベルを対応するＩＤコードの室内境界閾値としてメモリ２
１ａに記録する。また、車両制御部２１は、該設定した室内境界閾値から予め設定された
値を減算し、その算出値を対応するＩＤコードの車外境界閾値としてメモリ２１ａに記録
する。
【００４１】
　一方、車両制御モードにおいて車両制御部２１は、送信回路２２に対してリクエスト信
号を間欠的に出力する。そして、車両制御部２１は、該リクエスト信号に応答して携帯機
１０から送信されたＩＤコード信号が受信回路２３によって受信されると、そのＩＤコー
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ド信号に含まれるＩＤコードとメモリ２１ａに記録されたＩＤコードとの比較（ＩＤコー
ド照合）を行う。それとともに車両制御部２１は、該ＩＤコード信号に含まれる受信レベ
ルコードによって示される受信レベルと、該ＩＤコードと対応してメモリ２１ａに記録さ
れた閾値（室内境界閾値及び車外境界閾値）との比較を行う。そして、車両制御部２１は
、これらの結果に基づいて対応する車両制御（ドア錠制御、エンジン始動許可）を行う。
【００４２】
　詳しくは、車両制御部２１は、受信レベルが対応する室内境界閾値よりも高い判断した
場合にはエンジン始動許可状態となり、該エンジン始動許可状態において始動スイッチ３
４から操作信号が入力された際に、エンジン制御装置３６に対して駆動信号を出力してエ
ンジンを始動させる。換言すれば、車両制御部２１は、エンジン始動許可状態とならない
限り、たとえ始動スイッチ３４から操作信号が入力されたとしてもエンジン制御装置３６
に対して駆動信号を出力しない。
【００４３】
　なお、車両制御部２１は、ドアカーテシスイッチ３３（３３ａ～３３ｄ）からの検出信
号により、ドアが開状態であると判断した場合には、室内境界閾値を予め設定された値だ
け減算し、その減算値に基づいてエンジン始動許可判断を行う。すなわち、ドアの開状態
においては、閉状態に比べてリクエスト信号が車外に送信されやすくなるため、車両制御
部２１は、こうした場合に室内境界域値を低い値とすることにより、携帯機１０が車外に
存在するにもかかわらずエンジンが始動許可状態となってしまうことを抑制している。
【００４４】
　また、車両制御部２１は、受信レベルが対応する室内境界閾値以下であり、且つ対応す
る車外境界閾値よりも高いと判断した場合には、ドア錠装置３５に対して解錠信号を出力
してドア錠を解錠させる。
【００４５】
　さらに、車両制御部２１は、受信レベルが対応する室内境界閾値以下であると判断した
状態においてロックスイッチ３２（３２ａ～３２ｄ）から操作信号が入力された場合には
、携帯機１０が車外制御の対応領域に存在すると判断し、ドア錠装置３５に対して施錠信
号を出力してドア錠を施錠させる。
【００４６】
　なお、室内境界閾値はアウトサイドドアハンドルに設けられたロックスイッチ３２ａ～
３２ｄが操作された時点での携帯機１０によるリクエスト信号の受信レベルに設定される
ため、該受信レベルが室内境界閾値を超える携帯機１０と車載装置２０との通信領域は、
図２（ａ）に概略的に示すように、領域Ａ１ａ，Ａ１ｂとなる。すなわち、携帯機１０が
車室内に存在している場合にのみ、携帯機１０によるリクエスト信号の受信レベルが室内
境界閾値を超えることとなる。また、車外境界閾値は室内境界閾値から所定の値を減算し
た算出値に設定されるため、受信レベルが室内境界閾値以下となり且つ車外閾値よりも高
くなる携帯機１０と車載装置２０との通信領域は、同図に概略的に示すように、領域Ａ２
ａ，Ａ２ｂとなる。すなわち、携帯機１０が車両２の周辺に存在している場合にのみ、携
帯機１０によるリクエスト信号の受信レベルが室内境界閾値以下となり且つ車外閾値より
も高くなることとなる。
【００４７】
　次に、このように構成された車両用通信制御システム１によって行われる閾値登録動作
と車両制御とを図３及び図４に示すシーケンスチャートに従って説明する。
　＜閾値登録動作＞
　図３に示すように、ステップＳ１において車載装置２０は、携帯機１０を所持するユー
ザによって登録スイッチ３１が操作されると、閾値登録モードに切り換わる。そして、車
載装置２０は、ステップＳ２においてロックスイッチ３２が操作されると、ステップＳ３
においてリクエスト信号の送信を開始する。
【００４８】
　携帯機１０は、そのリクエスト信号を受信すると、ステップＳ４において該リクエスト
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信号の受信レベルを判定し、ステップＳ４において該判定した受信レベルを示す受信レベ
ルコードとＩＤコードとを含むＩＤコード信号を送信する。
【００４９】
　車載装置２０は、そのＩＤコード信号を受信すると、ステップＳ６において受信レベル
コードによって示される受信レベルをＩＤコード信号に対応付けして室内境界閾値として
メモリ２１ａに記録する。また、その室内境界閾値に基づいて車外境界閾値を算出してメ
モリ２１ａに記録する。
【００５０】
　＜車両制御＞
　車両制御モードにおいて車載装置２０は、図４に示すように、ステップＳ１１において
リクエスト信号を所定の周期で間欠的に送信する。
【００５１】
　携帯機１０は、そのリクエスト信号を受信すると、ステップＳ１２において該リクエス
ト信号の受信レベルを判定し、ステップＳ１３において該判定した受信レベルを示す受信
レベルコードとＩＤコードとを含むＩＤコード信号を送信する。
【００５２】
　車載装置２０は、そのＩＤコード信号を受信すると、ステップＳ１４においてＩＤコー
ド照合を行う。その結果ＩＤコード照合が成立すると、車載装置２０は、ステップＳ１５
においてＩＤコード信号の受信レベルコードによって示される受信レベルとメモリ２１ａ
に記録された室内境界閾値及び車外境界閾値とを比較する。そして、車載装置２０は、ス
テップＳ１６において比較結果に基づく車両制御を行う。すなわち、車載装置２０は、受
信レベルが室内境界閾値よりも高いと判断した場合には携帯機１０が車室内に存在すると
判断してエンジン始動許可状態となり、受信レベルが室内境界閾値以下となり且つ車外閾
値よりも高いと判断した場合には携帯機１０が車両２の近辺に存在すると判断してドア錠
を解錠させる。
【００５３】
　＜作用＞
　このように構成された車両用通信制御システム１では、室内境界閾値及び車外境界閾値
が高く設定されれば、該閾値が低く設定された場合に比べて、リクエスト信号の送信源に
携帯機が近くに存在しないと対応する制御が行われないこととなる。具体的には、例えば
図２（ｂ）に示すように、車両２よりも小型な車両３に車載装置２０を搭載した場合を想
定すると、リクエスト信号の出力強度及び各閾値が同等である場合には、受信レベルが室
内境界閾値を超える携帯機１０と車載装置２０との通信領域は、車両２に搭載された場合
と同様に領域Ａ１ａ，Ａ１ｂとなる。同様に、受信レベルが室内境界閾値以下となり且つ
車外閾値よりも高くなる携帯機１０と車載装置２０との通信領域は、領域Ａ２ａ，Ａ２ｂ
となる。このため、車両３の室外においても受信レベルが室内境界閾値を超える携帯機１
０と車載装置２０との通信が成立してしまう。
【００５４】
　従来においては、こうした通信の成立を防止して室内領域においてのみ、受信レベルが
室内境界閾値を超える携帯機１０と車載装置２０との通信が成立するようにするためには
、リクエスト信号の出力強度を車両毎に個別に設定する必要がある。しかしながら、本実
施形態では、各閾値の値を変更することによって対応可能となる。すなわち、閾値の設定
は、携帯機１０を所持するユーザがロックスイッチ３２を操作した状態における携帯機１
０によるリクエスト信号の受信レベルが室内境界閾値として設定されるため、図２（ｃ）
に示すように、各通信領域は、領域Ａ１ａ’（＜Ａ１ａ），Ａ１ｂ’（＜Ａ１ｂ），Ａ２
ａ’（＜Ａ２ａ），Ａ２ｂ’（＜Ａ２ｂ）となる。特に、受信レベルが室内境界閾値を超
える携帯機１０と車載装置２０との通信領域Ａ１ａ’，Ａ１ｂ’は室内領域のみとなる。
【００５５】
　したがって、本実施形態によれば以下のような効果を得ることができる。
　（１）室内境界閾値及び車外境界閾値の設定値を例えば車種毎に適宜変更することによ
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り、対応する制御を行うために必要な携帯機１０と車載装置２０との通信距離を変化させ
ることができる。こうした閾値の変更は車両制御部２１のソフトウェア上の小変更によっ
て対応可能であるため、リクエスト信号の出力強度を変更させるよりも容易に行うことが
できる。よって、携帯機１０と車載装置２０との好適な通信環境を容易に構築することが
できる。
【００５６】
　（２）閾値として室内境界閾値が設定されている。そして、車両制御部２１は、受信レ
ベルコードによって示される受信レベルが該室内境界閾値よりも高いと判断した際に対応
する室内車両制御（エンジン始動許可）を行う。すなわち、携帯機１０が車外に存在する
状態にあっては受信レベルが室内境界閾値を超えることはないため、携帯機１０が車外に
存在するにもかかわらずエンジン始動許可状態となってしまうことがない。しかも、リク
エスト信号の出力強度を何ら変更せず、こうした室内境界閾値を車種毎に設定することで
各車種に対応させることができるため、携帯機１０と車載装置２０との好適な通信環境を
容易に構築することができる。
【００５７】
　（３）車両制御部２１は、受信レベルコードによって示される受信レベルが車外境界閾
値よりも高く、且つ室内境界閾値以下であると判断すると、室内車両制御とは異なる車外
制御（ドア錠制御）を行う。すなわち、車両制御部２１は、受信レベルに応じて個別の制
御を行うことができる。しかも、受信レベルが車外境界閾値以下の場合にはドア錠制御を
行わないため、該ドア錠制御を行うために必要な携帯機１０と車載装置２０との通信距離
を、車外境界閾値によって設定することができる。
【００５８】
　（４）室内境界閾値及び車外境界閾値は、携帯機１０毎に個別に設定される。このため
、携帯機１０毎に受信感度にバラツキが生じている場合においても、ドア錠を施解錠する
ための携帯機１０と車載装置２０との通信領域、エンジンを始動許可するための携帯機１
０と車載装置２０との通信領域を、ほぼ同等の領域とすることができる。
【００５９】
　（５）車両制御部２１は、ドアカーテシスイッチ３３（３３ａ～３３ｄ）によりドア開
状態であると判断すると、室内境界閾値を低下させる。このため、ドアの開状態において
、携帯機１０が車外に存在するにもかかわらず、エンジンが始動可能な状態となってしま
うことを防止することができる。
【００６０】
　（第２実施形態）
　次に、本発明を具体化した第２実施形態（参考例）を図５～図７に基づいて説明する。
ここでは第１実施形態と相違する点を主に述べ、共通する点については同一部材番号を付
すのみとしてその説明を省略する。
【００６１】
　本実施形態は、携帯機１０に登録スイッチ１４が設けられるとともに車載装置２０に接
続された登録スイッチ３１が省略されたことと、通信制御部１１及び車両制御部２１によ
って行われる処理とが、第１実施形態と異なる主たる点である。
【００６２】
　＜携帯機１０＞
　携帯機１０には、ユーザによって操作可能な登録スイッチ１４が設けられ、その登録ス
イッチ１４は通信制御部１１に電気的に接続されている。このため、該登録スイッチ１４
が操作されると、その操作信号が通信制御部１１に入力される。通信制御部１１は、車両
制御通信モードと閾値登録モードとに選択的に切り換わるようになっている。
【００６３】
　通信制御部１１は、通常、車両制御通信モードに設定されており、操作信号が入力され
ると閾値登録モードに切り換わり、送信回路１３を介して登録要求信号を外部に送信する
。また、通信制御部１１は、受信回路１２を介して登録許可信号が入力されると、その登
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録許可信号の受信レベルを判定し、該受信レベルに基づいて室内境界閾値と送信境界閾値
とを求め、それら閾値をメモリ１１ａに記録する。なお、送信境界閾値は、前記第１実施
形態における車外境界閾値と同様の算出手順によって求められる。
【００６４】
　また、通信制御部１１は、車両制御通信モードにおいて受信回路１２を介して前記リク
エスト信号が入力されると、そのリクエスト信号の受信レベルとメモリ１１ａに記録され
た各閾値とを比較し、その結果に基づいてＩＤコード信号の送信制御を行う。
【００６５】
　詳しくは、通信制御部１１は、リクエスト信号の受信レベルが室内境界閾値よりも高い
と判断した場合には、室内コードとＩＤコードとを含むＩＤコード信号を、送信回路１３
を介して送信する。これに対し、通信制御部１１は、リクエスト信号の受信レベルが室内
境界閾値以下であり、且つ送信境界閾値よりも高いと判断した場合には、車外コードとＩ
Ｄコードとを含むＩＤコード信号を、送信回路１３を介して送信する。また、通信制御部
１１は、リクエスト信号の受信レベルが送信境界閾値以下であると判断した場合には、Ｉ
Ｄコード信号を送信しない。
【００６６】
　＜車載装置２０＞
　一方、車両制御部２１は、受信回路２３を介して登録要求信号が入力されると、登録許
可信号の送信待機状態となる。なお、登録許可信号とは、前記リクエスト信号と同等の信
号であり、ここでは便宜的に信号名称を別称したものである。そして、車両制御部２１は
、こうした登録許可信号の送信待機状態においてロックスイッチ３２から操作信号が入力
されると、登録許可信号（リクエスト信号）を、送信回路２２（２２ａ，２２ｂ）を介し
て送信する。
【００６７】
　また、車両制御部２１は、登録要求信号が入力されていない状態においては、リクエス
ト信号を所定の間欠周期で送信回路２２を介して送信し、このリクエスト信号に応答した
ＩＤコード信号が入力されると、前記ＩＤコード照合を行う。そして、車両制御部２１は
、第１実施形態と同様に、ＩＤコード照合の結果に基づいて対応する車両制御（ドア錠制
御、エンジン始動許可）を行う。
【００６８】
　次に、このように構成された車両用通信制御システム１によって行われる閾値登録動作
と車両制御とを図６及び図７に示すシーケンスチャートに従って説明する。
　＜閾値登録動作＞
　図６に示すように、携帯機１０は、ステップＳ２１においてユーザによって登録スイッ
チ１４が操作されると閾値登録モードに切り換わり、ステップＳ２２において登録要求信
号を送信する。
【００６９】
　車載装置２０は、その登録要求信号を受信すると登録許可信号の送信待機状態となり、
ステップＳ２３においてロックスイッチ３２から操作信号が入力されると、ステップＳ２
４において登録許可信号を送信する。
【００７０】
　携帯機１０は、登録許可信号を受信すると、ステップＳ２５においてその登録許可信号
の受信レベルを判定し、ステップＳ２６においてその受信レベルを室内境界閾値としてメ
モリ１１ａに記録し、その室内境界閾値に基づいて送信境界閾値を算出してメモリ１１ａ
に記録する。
【００７１】
　＜車両制御＞
　車両制御モードにおいて車載装置２０は、図７に示すように、ステップＳ３１において
リクエスト信号を所定の周期で間欠的に送信する。
【００７２】
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　携帯機１０は、そのリクエスト信号を受信すると、ステップＳ３２において該リクエス
ト信号の受信レベルを判定し、ステップＳ３３において該判定した受信レベルとメモリ１
１ａに記録された室内境界閾値及び送信境界閾値とを比較する。そして、ステップＳ３４
において携帯機１０は、その比較結果に基づき、ＩＤコード信号の送信制御を行う。すな
わち、携帯機１０は、リクエスト信号の受信レベルが室内境界閾値よりも高いと判断した
場合には、自身が車室内に存在すると判断して室内コードを受信コードとして含むＩＤコ
ード信号を送信する。これに対し、携帯機１０は、該受信レベルが室内境界閾値以下とな
り且つ送信境界閾値よりも高いと判断した場合には、自身が車両２の近辺に存在すると判
断して車外コードを受信コードとして含むＩＤコード信号を送信する。また、携帯機１０
は、該受信レベルが送信境界閾値以下であると判断した場合には、自身が車両２から離間
した位置に存在すると判断してＩＤコード信号を送信しない。
【００７３】
　車載装置２０は、ＩＤコード信号を受信すると、ステップＳ３５においてＩＤコード照
合を行う。その結果ＩＤコード照合が成立すると、車載装置２０は、ステップＳ３６にお
いてＩＤコード信号に含まれる受信コードに基づいて車両制御を行う。すなわち、車載装
置２０は、室内コードからなる受信コードが含まれている場合には携帯機１０が車室内に
存在すると判断してエンジン始動許可状態となり、車外コードからなる受信コードが含ま
れている場合には携帯機１０が車両２の近辺に存在すると判断してドア錠を解錠させる。
【００７４】
　よって、このように構成された車両用通信制御システム１では、第１実施形態と同様に
、室内境界閾値及び送信境界閾値が高く設定されれば、該閾値が低く設定された場合に比
べて、リクエスト信号の送信源に携帯機が近くに存在しないと対応する制御が行われない
こととなる。
【００７５】
　したがって、本実施形態によれば、前記第１実施形態における上記（１）～（３）に記
載の効果に加えて、以下のような効果を得ることができる。
　（６）室内境界閾値及び車外境界閾値の設定値を例えば車種毎に適宜変更することによ
り、対応する制御を行うために必要な携帯機１０と車載装置２０との通信距離を変化させ
ることができる。こうした閾値の変更は携帯機１０の通信制御部１１のソフトウェア上の
小変更によって対応可能であるため、リクエスト信号の出力強度を変更させるよりも容易
に行うことができる。よって、携帯機１０と車載装置２０との好適な通信環境を容易に構
築することができる。
【００７６】
　（７）閾値として室内境界閾値が設定されている。そして、携帯機１０の通信制御部１
１は、リクエスト信号の受信レベルが該室内境界閾値よりも高いと判断した際に室内コー
ドを含むＩＤコード信号を送信することにより、車載装置２０の車両制御部２１をエンジ
ン始動許可状態にする。携帯機１０は、車外に存在する状態にあってはリクエスト信号の
受信レベルが室内境界閾値よりも高いと判断しないため、携帯機１０が車外に存在するに
もかかわらず携帯機１０から室内コードを含むＩＤコード信号が送信されない。よって、
携帯機１０が車外に存在した状態でエンジン始動許可状態となってしまうことがない。し
かも、リクエスト信号の出力強度を何ら変更せず、こうした室内境界閾値を車種毎に設定
することで各車種に対応させることができるため、携帯機１０と車載装置２０との好適な
通信環境を容易に構築することができる。
【００７７】
　（８）通信制御部１１は、受信レベルコードによって示される受信レベルが車外境界閾
値よりも高く、且つ室内境界閾値以下であると判断すると、車外コードを含むＩＤコード
信号を送信して、車載装置２０によってドア錠制御を行わせる。すなわち、通信制御部１
１は、リクエスト信号受信レベルに応じて個別の受信コードを含むＩＤコード信号を送信
することにより、車載装置２０に個別の制御を行わせることができる。しかも、受信レベ
ルが車外境界閾値以下の場合には車外コードを含むＩＤコード信号が送信されないため、
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ドア錠制御が行われない。それゆえ、該ドア錠制御を行うために必要な携帯機１０と車載
装置２０との通信距離を、車外境界閾値によって設定することができる。
【００７８】
　（９）携帯機１０の通信制御部１１のメモリ１１ａには、室内境界閾値よりも低い値に
設定された送信境界閾値が設定され、通信制御部１１は、リクエスト信号の受信レベルが
送信境界閾値よりも低いと判断した場合には、ＩＤコード信号を送信しない。このため、
携帯機１０は、たとえリクエスト信号を受信したとしても、該送信境界閾値よりも低い受
信レベルとなる車載装置２０との距離関係にある場合には、ＩＤコード信号を送信しない
。よって、不要なＩＤコード信号の送信が抑制され、携帯機１０の電力消費量を低減する
ことができる。
【００７９】
　なお、本発明の実施形態は以下のように変更してもよい。
　・　第１実施形態において、各ドアのロックスイッチ３２ａ～３２ｄに応じてロック閾
値を設定してもよい。詳しくは、車両制御部２１は、閾値登録モードにおいて、各ロック
スイッチ３２ａ～３２ｄが操作されたときにそれぞれ送信されるＩＤコード信号に含まれ
る受信レベルを、それぞれ個別のロック閾値としてメモリ２１ａに記録してもよい。そし
て、車両制御部２１は、各ロックスイッチ３２ａ～３２ｄのうちの何れかから操作信号が
入力された場合には、ＩＤコード信号に含まれる受信レベルが、その操作されたロックス
イッチ３２ａ～３２ｄと対応して設定されたロック閾値よりも低いと判断した場合に、ド
ア錠を施錠するようになっていてもよい。このようにすれば、例えば第１ロックスイッチ
３２ａ周辺と第２ロックスイッチ３２ｂ周辺とでリクエスト信号の受信レベルとが異なる
場合であっても、携帯機１０を所持するユーザは、対応するロックスイッチ３２ａ～３２
ｄを操作することにより、確実にドア錠を施錠することができる。
【００８０】
　・　第１実施形態において車両制御部２１は、ドアカーテシスイッチ３３（３３ａ～３
３ｄ）によりドア開状態であると判断すると、室内境界閾値を低下させている。しかし、
こうしたドアの開閉状態に応じた室内境界閾値の変更は、必ずしも行われる必要はない。
【００８１】
　・　第１実施形態において、室内境界閾値及び車外境界閾値は、携帯機１０毎に個別に
設定可能となっている。しかし、モデルとなる携帯機１０を基準とした室内境界閾値及び
車外境界閾値のみを設定可能となっていてもよい。このようにすれば、携帯機１０の個体
差による感度バラツキに対する車載装置２０との通信精度は低下するものの、各閾値の登
録作業が簡素化される。
【００８２】
　・　第１実施形態においては室内境界閾値及び車外境界閾値のうちの何れか、第２実施
形態においては室内境界閾値及び送信境界閾値のうちの何れかのみを閾値として設定可能
となっていてもよい。すなわち、携帯機１０と車載装置２０との相互通信に基づく車両制
御は、エンジンの始動許可制御及びドア錠制御のうちの一方のみとなっていてもよい。
【００８３】
　・　第２実施形態において、携帯機１０の通信制御部１１は、リクエスト信号の受信レ
ベルが送信境界閾値以下であると判断した際には、ＩＤコード信号を送信しないようにな
っている。しかし、こうした場合であっても通信制御部１１は、リクエスト信号を受信で
きる限り、ＩＤコード信号を送信するようになっていてもよい。この場合、通信制御部１
１は、室内コード及び車外コード以外の固有の受信コードを含むＩＤコード信号を送信す
るようになっていてもよい。
【００８４】
　・　各実施形態において、車載装置２０においてリクエスト信号を送信するための送信
回路２２は、２つ（送信回路２２ａ，２２ｂ）に限らず、１つまたは３つ以上で構成され
ていてもよい。
【００８５】
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　次に、特許請求の範囲に記載された技術的思想のほかに、前述した実施形態によって把
握される技術的思想を以下に列挙する。
　（１）　車両用通信制御システムにおいて、前記車外境界閾値は、前記室内境界閾値か
ら演算によって算出すること。この（１）に記載の技術的思想によれば、車外境界閾値を
容易に設定することができる。
【００８６】
　（２）　車両用通信制御システムにおいて、前記車両制御手段は、車両の各ドアハンド
ルに設けられたロックスイッチが操作された状態で受信した前記応答信号に含まれる前記
受信レベルをそれぞれロック閾値として個別に設定し、該ロック閾値の設定後において各
ロックスイッチが操作された際には、その時点で受信した前記応答信号に含まれる前記受
信レベルが、該操作されたロックスイッチと対応して設定された前記ロック閾値以下であ
ると判断したことを条件としてドア錠を施錠すること。この（２）に記載の技術的思想に
よれば、ドア錠を確実に施錠させることができる。
【００８７】
　（３）　車両用通信制御システムにおいて、前記閾値として送信境界閾値が設定され、
前記送信制御手段は、前記リクエスト信号の受信レベルが前記送信境界閾値よりも低いと
判断した場合には、前記応答信号を送信しないこと。この（３）に記載の技術的思想によ
れば、不要な状態における応答信号の送信を抑制することができ、携帯機の電力消費量を
低減させることができる。
【００８８】
　（４）　車両用通信制御システムにおいて、前記送信境界閾値は、前記室内境界閾値か
ら演算によって算出すること。この（４）に記載の技術的思想によれば、送信境界閾値を
容易に設定することができる。
【００８９】
　（５）　車両用通信制御システムにおいて、前記室内車両制御は、エンジンを始動可能
な状態にするエンジン始動許可制御であること。
【００９０】
　（６）　車両用通信制御システムにおいて、前記車外制御は、ドア錠を自動的に解錠さ
せるドア錠制御であること。
　（７）　車両用通信制御システムにおいて、車両のドア開状態においては、前記閾値を
所定量高く設定された値に変更すること。この（７）に記載の技術的思想によれば、ドア
開状態においては携帯機によるリクエスト信号の受信レベルが高くなるため、こうした制
御を行うことにより、より好適な車両制御が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】本発明の第１実施形態の車両用通信制御システムの概略構成を示すブロック図。
【図２】（ａ）～（ｃ）は、同実施形態の携帯機と車載装置との通信領域を概略的に示す
平面図。
【図３】同実施形態の閾値登録動作を示すシーケンスチャート。
【図４】同実施形態の車両制御を示すシーケンスチャート。
【図５】第２実施形態の車両用通信制御システムの概略構成を示すブロック図。
【図６】同実施形態の閾値登録動作を示すシーケンスチャート。
【図７】同実施形態の車両制御を示すシーケンスチャート。
【符号の説明】
【００９２】
　１…車両用通信制御システム、２，３…車両、１０…携帯機、１１…送信制御手段とし
ての通信制御部、２０…車載装置、２１…車両制御手段としての車両制御部、２１ａ…メ
モリ。
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